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平成18年６月橋本市議会定例会会議録（第２号）の９ 

平成18年６月12日（月） 

                                           

        

○議長（上田順康君）順番８、５番 岩田君。 

〔５番（岩田弘彦君）登壇〕 

○５番（岩田弘彦君）どうやら最後のような

気がするんですが、簡潔に質問させていただ

きます。質問項目は３項目。 

 まず第１、小児救急医療体制についてです。 

 １番、厚生労働省は、責任が行政にあるこ

とを初めて明確にした上で、小児救急体制の

危機的状況を打開するため、連携強化病院と

連携病院構想を県に伝え、指定や管轄医療圏

範囲は各県にゆだねている。連携強化病院は

地域小児科センターとして２次救急を担い、

連携病院は医師会と協力し、休日夜間応急診

療所（初期救急）の運営を担い、24時間体制

をとるとしている。橋本市民病院を連携強化

病院にする考えはないのか。 

 ②この計画は、機能分担に伴う小児科医の

集約化が前提にあることから、連携強化病院

に指定されなかった場合は、小児科医が引き

上げられることが心配されるが、どのように

考えているのか。 

 ③名張市立病院では、常勤の小児科医２名

で、夜間救急を伊賀地域の病院が輪番制を協

議し、医師会の協力を得て応急診療所の小児

科診療の強化を図るなど努力をしてきたが、

三重大学の判断により常勤医師２名が引き揚

げられた。再度大学へ医師派遣を要請したり、

他の医療機関へお願いするなど、あらゆる方

策を検討し、努力の結果、関西医科大学より

正式に医師の派遣を得ることができ、平成20

年度には小児医療センターの実現をめざして

いるそうです。 

 本市はどのような具体的な努力をし、どの

ような小児医療体制をめざしているのか。 

 次、２項目めです。わかりやすい質問です。

７年で正職員100人削減を５年以内に実行を。 

 ①７年で正職員数を100人削減の目標設定

をしておられますが、どのような指数をもと

に算定したのか。 

 ②今年度、正職員の自然退職者数と早期退

職者数は何人ですか。また、今年度を含む合

併後５年間の退職者数は何人ですか。 

 ③今年度、臨時・嘱託職員は何人削減され

たのですか。現在、余剰人員が発生している

状況にあり、人員配置を工夫すれば、時間外

勤務の発生を大きく抑制できると考えるが、

どのような工夫をしたのか。 

 ④合併時に用いた最新の指数によると、合

併効果により、行政サービスを落とさずに、

５年以内に正職員を100人削減することが十

分可能であると考える。目標の変更を求めま

す。 

 発言事項３、橋本市の優先順位です。 

 これは旧市の12月議会でもやらせてもらい

ましたけど、もう一回聞いてくれという市民

からの強いご要望がございましたので、質問

させていただきます。 

 市単独補助金として、犬猫避妊去勢補助

金192万円は今年度も予算化されています。一

般不妊治療費助成事業、京都方式で算定した

場合ですが、150万円から約200万円であろう

ということです。は、実施されていません。

できることならば両方実施していただきたい

のですが、橋本市としての優先順位はどちら

が高いとお考えですか。 

 以上３項目、１回目の質問を終わらせてい

ただきます。ご答弁よろしくお願いします。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君の一般質
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問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）岩田議員のご質問にお

答えをしたいと思います。 

 動物愛護ということも非常に大事であると

いうことも含めてでありますが、一般不妊治

療費助成事業につきましては、次世代育成支

援施策の全体的な取り組みの中で検討の途中

でございます。予算化には至りませんでした。

一方、犬猫避妊去勢は、本来飼い主である市

民の責任で行うべきことですが、祝福されな

い動物の命を大切にするため、一つの道筋、

動機付けとして犬猫避妊去勢補助金が制度化

され、継続されてきたものでございます。 

 動物の命に関する犬猫避妊去勢補助金と、

不妊に悩む方々の不妊治療への経済的負担を

軽減する一般不妊治療費助成に、優先順位を

つけることは非常に難しいことと考えており

ます。 

 一般不妊治療費助成事業につきましては、

平成18年度で予算計上に至りませんでしたが、

不妊で悩んでいる市民の方々が排卵誘発ホル

モン治療、子宮内膜症に対する治療などの一

般不妊治療を受けられている現実があり、市

民の熱い思いも含め、本市の少子化対策の面

から、一般不妊治療費助成を基準を定め、来

年度から実施できるよう進めてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）病院事業管理者。 

〔病院事業管理者（石井敏明君）登壇〕 

○病院事業管理者（石井敏明君）岩田議員の

小児救急医療体制について、病院の立場から

お答えいたします。 

 平成17年12月定例議会の一般質問で、小児

救急医療について、全国的な小児科医師の不

足の原因として、医療面・経営面でのリスク、

医師の過重労働等の理由を述べさせていただ

きました。 

 小児救急を充実させ、これらの課題を解消

するためには、分散している小児科医師を広

域的に１カ所に集約し、救急を含む診療を行

う拠点化小児科医療センター構想が必要であ

ります。また、センター構想の実現について

は、病院から小児科がなくなる場合が考えら

れ、関係諸機関との十分な協議調整が必要と

なることについて、ご説明させていただいた

経緯がございます。 

 救急医療を含む医療の充実について、県で

は平成20年度に医療計画の見直しが予定され

ており、この計画に連携強化病院や小児科医

療センター設置が盛り込まれた場合は、市民

病院が指定を受けられるよう、県担当課に要

望している状況であります。 

 また、小児科医療の充実を図るため、小児

科医師確保については、昨年12月定例議会後

も数回にわたり県担当課、和歌山医科大学学

長及び教授に現状をご説明し、医師の増員を

要望しているところであります。また、近畿

大学医学部事務部長に対しましても、派遣を

お願いしていますが、両医科大学とも、現在

小児科医師の不足により、増員の要望がかな

わない状況であります。 

 小児救急については、当分は現有医療資源

である病院群輪番制、ミニ輪番制、固定輪番

制、病院当直制の充実に取り組みながら、引

き続き県、医科大学等関係機関に対しまして、

小児科医師の増員、派遣について要望を強化

してまいりますので、ご理解を賜りますよう

お願いいたします。 

○議長（上田順康君）理事。 

〔理事（塚本 基君）登壇〕 

○理事（塚本 基君）７年間で正職員数100

人削減を５年以内に実行の、１点目の件でご

ざいますけども、７年で正職員を100人削減の
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目標設定についてですが、極めて厳しい財政

状況にある本市においては、人件費の抑制は

避けては通れない課題と位置付けております。

新市まちづくり計画の財政計画では、定年退

職者に対して新規採用を抑制することで、普

通会計で、平成25年度までに職員を84人削減

し、類似団体並みの職員数をめざす計画とな

っております。 

 しかしながら、合併による効果を最大限に

活用するため、職員の削減を早期に実現する

必要があることと、平成17年度に既に16人の

職員を削減し、当初の削減計画の２人を大幅

に上回っていることなどから、７年で職員数

を100人削減するとの目標を設定いたしてお

ります。 

 次に、２点目でございますけども、職員の

退職数ですが、市民病院部局の医療職職員を

除きまして、平成18年度の定年退職者数は11

名、勧奨による職員数は11名で合計22名とな

ります。また、平成18年度から平成22年度の

５年間の定年退職者数は97名でございます。 

 次に、３点目の、今年度、臨時・嘱託職員

の削減数と人員配置の工夫についてですが、

今年度の臨時・嘱託職員の削減数ですが、園

児数等保育体制などで、臨時・嘱託職員数が

増減する保育所関係職員と、市長選挙に伴う

選挙管理委員会事務局の臨時職員及び病院を

除きまして、51人の臨時・嘱託職員を削減い

たしました。 

 時間外勤務の発生については、代休制度の

活用等により、抑制を図ってきたところです

が、議員ご指摘のように、特定の課が繁忙期

である場合に、流動的に職員を配置すること

で、時間外勤務の抑制が図れると考えます。 

 しかし、事務の内容に専門性がある場合や、

流動的な職員配置がシステム化されていない

ことから、こうした場合には人事異動により

対応しているところでございます。 

 今後、新たな行政需要や一定期間に事務が

集中して繁忙となる場合などは、流動的な職

員配置が可能となるよう、先例地の調査など

を行い、システム化に向けて取り組んでまい

ります。 

 次に、４点目の、５年以内に100人削減する

ことへの目標の変更についてですが、本年中

に定員適正化計画を策定し、行政評価システ

ムの確立による効果的な事務事業の実施や、

事務量の変化に連動した人員配置、組織機構

の見直し、事務事業の民間委託、指定管理者

制度の活用により、職員数を削減してまいり

ますが、行政サービスの質を落とさないこと

が前提となりますので、必要最小限の職員数

を見きわめながら、定員の適正化に努めてま

いります。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（上田敬二君）登壇〕 

○健康福祉部長（上田敬二君）岩田議員ご指

摘の連携強化病院と連携病院構想は、昨年12

月22日付の厚生労働省医政局長等通知「小児

科・産科における医療資源の集約化・重点化

の推進について」のことかと存じます。この

通知の要旨は、小児科医・産科医が全国的に

不足し、偏在することに対しまして、集約化・

重点化の推進が、国民に適切な医療の提供を

確保する上で、当面の最も有効な方策とされ

たものであります。 

 国は、小児科医・産科医の確保が困難な地

域について圏域を設定し、圏域ごとに診療機

能を集約化・重点化して、分野別に特化した

小児医療、またはハイリスク分娩を中心とし

た産科医療を担う病院としての連携強化病院

と、必要に応じて連携強化病院に一定の機能

を移転する病院としての連携病院を設定して

おります。このような集約化・重点化につい

て、国は全国一律に実施する考えはなく、そ
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れぞれの地域の必要性を勘案し、都道府県に

おいて実施の適否を含め検討するものとして

おります。 

 これを受けて和歌山県は、平成18年度末を

めどに、集約化・重点化の必要性の検討を行

い、これの実施の適否を決定した上で具体策

を取りまとめ、平成20年度までに和歌山県保

健医療計画に盛り込む予定と伺っております。 

 地形的に山間部が多く、過疎問題の切実な

和歌山県におきまして、過疎地域から小児科

医や産科医を引き上げさせ、連携強化病院に

集約化・重点化させようとする目立った動き

はありませんし、現時点で県が連携強化病院

を設置する方向であるのかそうでないのかは

決まっていません。橋本市民病院を連携強化

病院にする働きかけも行っておりますが、３

人目の小児科医確保が先決と考えております。 

 ただし、県が連携強化病院設置の方向性を

打ち出した場合は、平成20年策定予定の和歌

山県保健医療計画に、橋本保健医療圏人口の

約７割を占める、当市の基幹病院である橋本

市民病院が連携強化病院に指定されるよう、

本市は全力を尽くしてまいります。 

 続いて、２番目の質問であります、連携強

化病院に指定されなかった場合の対応であり

ますが、万一、現在の橋本保健医療圏の圏外

に連携強化病院が設置される場合にも、連携

強化病院として橋本市民病院に引き続き小児

科医が配置されるよう、和歌山県立医科大学

や和歌山県へ働きかけてまいります。 

 続いて、３番目の小児救急体制の充実につ

いてでありますが、現在、本市におきまして

は、和歌山県あんしん子育て救急整備運営事

業により、毎週木曜日に橋本市民病院で小児

科医師に当直していただき、２次医療に対応

しております。また、入院が必要な救急患者

が休日に安心して受診できるように、橋本市

民病院や和歌山県立医大附属紀北分院など６

病院で、橋本保健医療圏での病院群輪番制を

実施し、橋本市民病院が当番日には必ず小児

科医が待機し、小児科の２次医療に対応でき

るよう努めているところであります。 

 さらに、平成18年５月18日に開催された伊

都地方休日急患診療所運営審議会におきまし

て、伊都医師会の運営委員から「小児科医・

内科医を中心に協力医師を募り、土曜日及び

日曜日の午後５時から午後９時もしくは午

後10時までの延長を試行しよう」という提案

もあり、今後事務局で必要経費を試算し、前

向きに検討していくこととしております。現

段階では、伊都医師会の合意形成を得たもの

ではなく、また、この１次医療の拡張に伴う

２次医療の確保について課題はありますが、

実現できれば小児医療の充実に寄与すること

ができると考えております。 

 全国的に小児科医が不足している中、小児

医療体制の充実は困難な課題ではありますが、

粘り強く小児医療体制の充実に取り組んでま

いりますので、ご理解をお願いします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君、再質問

ありますか。 

 ５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）まず、一般不妊治療助

成事業、来年から実施していただけるという

ことで、本当にありがとうございます。もう

何も言いません。 

 次、小児救急医療体制についてですけども、

小児救急医療体制の１番のところなんですけ

ども、その構想がある、何で毎回毎回これを

質問するかというと、私はちょっと危機感を

持っているので、結構橋本市って、僕は、議

員になる前はよく言われたのが、１周遅れの

トップランナーという話をよく聞かされたん

です。何でなんやろうなと、人口も増えてい

るのになと思ったら、先手をなかなかよう打
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たないというようなことを、僕はほかの人か

ら、私じゃないです、聞かされましたので、20

年度に向かってそういう動きがあるんでした

ら、やっぱり自分のところの病院は自分のと

ころでしっかり橋本市民の命を守るために、

積極的にやってほしい。 

 特に小児科に関しましては、要望も高いこ

とですので、先日、助役も主婦連の会長が合

併最初の総会のときに何を言われていたかと

いうのはよくご存じだと思いますので、前向

いて進んでいってくださっていることに感謝

はするんですが、この２番のところで引き揚

げられる心配がないのかと。全力を挙げて引

き揚げられないように頑張りますと言うてお

りますが、今現状でも２人では空白の時間が

あって、なかなか夜間の体制が毎日夜の24時、

まあ言えば一番、準夜・深夜帯で言えば、だ

いたい７時から24時の間が一番患者が多いと

いう時間帯、フォローできておりませんので、

そこの部分、その状態なのに引き揚げられる

ということは何が何でも避けていただきたい

と。結果、連携強化病院に指定されなかった

場合は、何が何でも死守するということで、

強い決意で何が何でもそういう事態にはさせ

ないという答弁をいただきたいので、もう一

度それについてよろしくお願いします。 

○議長（上田順康君）病院長。 

○病院長（青木洋三君）それでは、私から一

言お答えをさせていただきたいと思います。 

 岩田議員も既にご存じかと思いますけれど

も、この重点集約化が出てきた厚生労働省の

本来の考えは、これは小児科医師の確保はも

とより、例えば医療の安全性の確保、あるい

は小児科の過酷な勤務状況の改善が可能とな

ることから、将来を見通した上でも地域の病

院の機能に応じて、良質な医療を継続的に提

供するために、一部地域において、集約化に

よって従来に比べて利便性が損なわれるとし

ても、緊急避難的な措置として最も有効だと、

こういうことが基本的な考えになっています。 

 したがいまして、ここから申しますと、実

現いたしますと、今まで小児科が１人いた病

院から小児科医がいなくなるということも、

実際には可能性として十分考えなければなら

ないことです。しかしながら、ランクは一つ

落ちますけれども、例えば連携強化病院の次

の連携病院の機能にいたしましても、これは、

決して連携病院というのは小児科医療がなく

なるというわけではございませんで、例えば

地域に必要な小児医療の提供と、それから平

日の昼間の救急にはぜひ対応する機能を備え

るべしというのがございますので、連携病院

になりましても小児科医はいるということで

あります。しかし、私どもといたしましては、

当面はやはり連携強化病院になれるように、

さまざまな努力をしなければならないと認識

しております。 

 ２週間ほど前に、私、和歌山医大の小児科

の教授と、別の問題でお会いすることがござ

いまして、その中でこの話が出ました。私た

ち、今現在19診療科で運営しておりますけれ

ども、小児科と切って切れない状況にござい

ますのが産婦人科なんです。産婦人科はより

深刻な問題を抱えております。お産をされて、

赤ちゃんができますと、その赤ちゃんはその

病院の小児科医師が主治医になって、退院ま

でいろいろケアをさせていただきます。もち

ろん、お産を終えられた若いお母さんは、産

婦人科医が主治医になってケアをさせていた

だく。そういうことで、小児科医師と産婦人

科医師というのは表裏一体の関係になるわけ

でして、お互いにどちらが欠けても困るとい

う状況にございます。したがって、将来どう

いうふうに転じるかわかりませんけれども、

少なくとも産婦人科のある病院については、

小児科医師の引き揚げはできないというのが、
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県立医科大学の基本的な考えでございます。 

 この平成20年度に発表されます県の医療計

画の中で、当院が連携強化病院になりますよ

うに、先ほど申しましたように努力はいたし

ますけれども、しかし、当面の問題として、

健康福祉部長からの答弁にもございましたよ

うに、３人目の小児科医師が何とかならない

ものかどうかということについても努力をい

たしたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）非常な努力をされてい

るのはひしひしと伝わってきます。ただ、３

人目の医師というので、もう何回も何回も３

人目の医師を聞くわけですよ。ここの３番の

ところなんか２人、３番のこの名張市立病院、

だいたい橋本市とよく似ているんですわ。そ

こが２名引き揚げられても最大の努力をして、

また１名の小児科医を引っ張っていったわけ

ですね。だからその３人目、３人目、院長が

言われるのもわかるんですけども、何を言い

たいかといえば、今までの市民病院でしたら

僕もそんなに言わないんですけども、今、管

理者がおるわけですよ。市長は、医師を、頑

張っておられる結果を出しているというのも

よくわかるんですけども、やっぱり管理者が

おりながら、なかなか３人目の医師がやって

こないという、そこもね。だから大阪から来

てもらうとか、近大病院から来てもらうとか、

いろんな方法があるので、３人目を常勤の医

師という形でしなくても、救急体制をとるた

めに開業医の先生でもいいですから、小児の

専門医を、執務報酬を払ってでも来ていただ

いて、どないか救急体制をとるとか、そうい

う方策というのはとれないものかなという。 

 だから、今現状としては、だいたい８時半

ぐらいまでは夜間もどうにかなっているよう

な状態だと思うんです。だから、医師会の皆

さんの多大なる協力を得て、どないか９時手

前ぐらいまではずっとなってると。市民病院

が24時間体制がとれているときは十分やって

いただいているんですけども、そのあきの時

間というのは、12時まではどないか夜間救急

を、１次でも２次でも結構ですので、ここへ

行けば大丈夫よという状態ぐらいはつくって

おかないといけないんではないかなと。 

 一番気になるのは、よく言われるんですけ

ども、まちが大きいさかいできるんよという

のはわかるんです。河内長野市なんかやった

ら、365日の24時間体制がもうとれてますわな。

それは人口規模があって、とれているという

状態、それもわかるんですけども、そのまち

がそばにあるわけですよ。そのまちがそばに

あるということは、そこで子育てをすると、

救急に対しては安心・安全が確保されるから

というのも、あんまり差があると、何かそっ

ちへ子育て世代が行ってしまいそうな、そう

いう心配をするので、ずっと調べているんで

すけども、冬場にどうしても感染症とかのか

げんで救急が多いと。夜間・休日の救急が多

いと。冬場だけでもどないか今の現体制の中

で、市民病院へ開業医の先生に来ていただい

て、せめて24時までだけでも夜間を組むこと

ができないのかなというのはあるんですよ。 

 もう一つあるのは、これは市民病院を責め

ただけではだめなんですわ。どこ見てもやっ

ぱり行政が政策として、だから赤字採算部門

はわかってるんですけども、民間で間に合う

んでしたら別に問題ないんですけども、民間

では採算が合わないけれども、橋本市民の命

を守るために、子どもの命を守るために、こ

れだけの税金をこの小児救急のために使いま

すと市民に言うても、僕は絶対にイエスやと

言うてくれると思うんですよ。 

 今、小児救急に対して、開業医の先生に、

医師会の皆さんにお世話になって、病院も小
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児科の先生、倒れるぐらい頑張っていただい

てという体制なので、やっぱり公的な支援と

いうのもしっかりした上で、僕は政策として

やっていくべきかなということで、どないか

冬場だけでも、今年の冬だけでも、だから冬

場といえば11月、12月、１月、２月かな、12

月、１月、２月かな、資料を見ると、その辺

がすごく冬期で小児救急が多いみたいです。

その期間だけでも、１回、せめて24時までで

も、夜間の、市民病院に開業医の先生を呼ん

できてもらって、どないかするということは

できないんでしょうか。 

○議長（上田順康君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石井敏明君）小児科・産

婦人科の医師の日本の現在の状況ということ

につきましては、言を待たないところであり

ます。非常に切迫した状態になっておりまし

て、年々、特に小児科の先生は減少している

という状況にあります。現在、小児科医とし

て登録しておるのは全国で１万8,000人ほど

おられるらしいですが、毎年減っている。そ

して大学へ合格されている医者も、女性が非

常に多い。そして実際現場に働きに行き出す

と、やはりマンパワー不足になるという実態

がございまして、非常に少なくなっておりま

す。産婦人科につきましても同じような状況

になっておりまして、先生方も耳にされたと

思うんですが、ある地域では産婦人科医

を5,000万円年棒を出すから来てくださいと

いって来ていただいたという話がありますが、

実際来ていただいても他の医師とのバランス

上、そういう形では働けないという状況にな

っておるやに聞いておりますけれども、それ

ぐらい行政サイドが呼びかけて集めておると

いうのが実情でございます。 

 私どもも、おられるということになったら、

即刻来ていただく手はずはやりたいわけです

が、現実問題、非常に難しい。 

 そこで、先ほど健康福祉部長が答弁させて

いただきましたように、いろいろと工夫をし

ておるわけです。休日急患センターしかり。

ありがたいことに地域の医師会の先生方が、

前向きにそうやってやろうと言っていただい

ていることも、非常に今当面の施策としては

ありがたいことで、そして行政もその気にな

っているそのときに、医師会の先生方も何と

かしなければいかんということでなっていた

だいていることも、非常にありがたいことだ

というふうに思います。その医師会にも、こ

の４月から橋本市民病院も医師会へ参画させ

ていただいて、理事を１人加えさせていただ

きました。連携を強化してやるということで、

話し合いを進めておるところでございます。 

 そういう中で、国がそういう状態だから緊

急避難的に強化病院をつくると。強化病院を

めざすのは当然めざすわけですが、しかし、

連携病院という状況をもありまして、連携病

院も全部ほうって、小児科・産婦人科全部を

引き連れて、全部例えば引き揚げるというよ

うなことは、現実問題としてとれる問題では

ないかなと私は思っておるんですけれども、

しかし、今のところの産婦人科と小児科、両

方の科なんですが、もうこれ以上働けとよう

言わんほど、もう実際やってくれておるんで

す。それで、このままではいかんということ

は常々思っているんですけれども、なかなか

確保できないという状況にございまして、し

たがって、地域の先生方に参画をいろいろと

ご協力をいただくとか、そして、伊都医療圏

内、６病院の連携のミニ輪番を働かすという

ようなこととかということで、いろいろ知恵

を働かせて、現在働いている先生方も休む日

にちをつくらないと、長続きせんというよう

なことが現実としてあるわけでして、非常に

苦心をしておるところでございます。 

 木曜日、小児科の先生が市民病院、当直に
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ついてくれますが、その日はどーんと小児科

に診療に来るんですよ。一晩に40人、50人と

ばーんと来るんです。そうやって明くる日、

先生はまた休まんと、また診察せんならんと

いう状況でして、非常に厳しくなっておりま

す。何とかしなければというふうに思いなが

ら、仕事をしておるというのが実情でござい

ます。 

 頑張っていきます。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）管理者、ありがとうご

ざいます。最後の頑張りますと言われたら、

もう何も言えなくなってしまいましたんです

けど、ただ、先ほど上田部長言われてました

医師会のほうとのお話の中で、１次の、初期

医療のほう、まあ言えば小児救急って、90％

がだいたい１次でどないかクリアできるらし

いんです。２次がないとなかなか１次を受け

てくれないという先生の事情があるようです

が、その中で、せめてその医師会といいお話

ができているそうでございますので、しつこ

いようですが、夜間のせめて12時までは、毎

日毎日どないか、まあ言えば、消防へ電話す

ると、ここへ行ったらいいよと言えばそこで

見ていただける状態にしていただきたいとい

うことで、ひとつ答弁よろしくお願いします。 

○議長（上田順康君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）１次医療にお

けます夜間診療の問題は、市民病院の小児科

医師の確保とともに、最重要課題として取り

組まなければいけない問題として、重々承知

いたしております。 

 休日急患診療所等のドクターと過日から意

見交換もしております。医師としての責任感

もひしひし感じるようなお話も聞かせていた

だいておりますので、これらドクターの協力

を得ながら、最終的には医師会の協力が絶対

不可欠になります。医師会の協力がいつ頃に

なるか、今のところ到底見込みは立っており

ませんけれども、１次医療、夜間診療の問題

で充実可能ならば、市としても、これはコン

センサスを得ておりませんけれども、何らか

の市としての財政支援も検討していかなけれ

ばならないのではないかと、そう考えており

ます。 

 私のほうも頑張ってまいります。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）必ずや今年の冬までに

はいい話になると信じて、これに関する質問

は終わらせていただきます。 

 次に、７年間で正職員数100人を５年以内に

ということなので、これの１番ですけども、

今でも、100人減らしても行政サービスには支

障がないであろうという数字を100人という

ことで出されていると思うんです。減った数

を見るとだいたい73名と。ということはかな

りの余剰人員があると。臨時・嘱託入れまし

て、正職員の減った分を足しましても73名と。

その状態にあると。だから、これがなぜ合計

が、これはちょっと１、２、３番、横断的な

質問になりますけども、これがなぜ100になら

ないのかと。単純な質問なんですけども、そ

の理由をちょっとお聞かせいただきたいんで

すけども。 

○議長（上田順康君）この際、５番 岩田君

の質問に対する答弁を保留して、10分間休憩

いたします。 

（午後５時30分 休憩） 

                     

（午後５時41分 再開） 

○議長（上田順康君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 ５番 岩田君の質問に対する答弁を求めま

す。 

 理事。 
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○理事（塚本 基君）97人、75人ではなくて、97

人ということでご答弁させていただいており

ます。岩田議員言われるように、合併時の退

職者数につきましては、平成18年から22年ま

での間に、111人というふうな形になっており

ます。退職者で補充なしにしますと111人削減

できるというふうな形になっております。 

 ただ、先ほどご答弁させていただきました

ように、平成17年でも、合併協議会の人数か

らしますと２人のところ、16人減っておりま

すので、前倒しでいっている状況ですので、

残り97人というふうな形の数字になろうかと

思っております。ただ、岩田議員言われるよ

うに、18年から22年までの間には退職者数

は111人というふうなことでございます。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）私としましては、合併

協議会の資料を見ていましたので、111人おっ

て、11人余裕があるので、まあ言えば５年

間、11人確実に採用はできると。それで、こ

の数字というのは14年度の類団比較ですので、

類団比較の数字というのは年々年々厳しくな

っていっている、まあ言うたら行革が進んで

いる数字でございますので、十分、20人ぐら

いになれば、４人ずつ採用しても四五、20人

と、差し引き100人、だから５年で十分削減は

できるであろうという前提のもとに質問させ

ていただいたんですけど、数のことですので、

ちょっと食い違いがあったというので、今説

明を受けたんですが、ただ、もう一つ、なぜ

７年を５年に５年にと言うておるかといえば、

やはり余裕で７年やったら100人削減できる

んですよ。でも、そんな余裕は今の情勢では

ないですやんか。市長は前向いて、若者が定

着するようにとか、企業誘致するようにとか、

頑張って頑張って回っているわけですわ。収

益を上げていく部分に投資するということと、

きちんと合併効果を出していくということが、

両方きちんとしていかないと、その合併効果

を出すというのは、きちんと管理職が達成で

きるようにやっていかないとだめだと思うん

ですよ。私は７年でというのは、まあ言えば

甘いと思うんです。 

 だから今、スパンたまたま数字が97人でし

たけれども、そこにまた退職勧奨していく、

先ほどやったら２人のところが11人になって

いるとか、そういう話もありますし、やっぱ

り努力をしていけば、私は５年で十分できる

と思いますので、やっぱり目標というのは５

年に設定をしていくと。それは市長の任期中

にやっていただけたらいいんですが、そこま

でむちゃくちゃなことをやれとは言いません

が、目標設定はやっぱり５年でやっていくと

いうのが一番いいと思うんですけども、その

目標設定の５年については、７年を５年に修

正することは積極的にできないのかどうか。

その辺ひとつ答弁お願いします。 

○議長（上田順康君）理事。 

○理事（塚本 基君）議員言われることにな

りますと、財政状況も考えての話でございま

すので、そのとおりかというふうに思います。

ただ、我々、合併するときに住民説明会の中

で37億8,000万円の削減と。84人削減してとい

うふうなことを言ってきて、説明させていた

だいてきたわけでございます。ですから、そ

れは最低限守らないかんというふうなことで、

今考えております。 

 ただ、岩田議員言われるように、平成14年

度の類団の比較ということでございますの

で、15年になりますと1,000人当たり7.8人

が7.7人の人数になっております。ですか

ら、551人まで削減しますと、類団並みに削減

しますと言うた時点からもう大分変わってき

ておりまして、15年度の決算統計の中でも類

団数値は539人というふうな形になろうかと

いうふうに思います。ただ、人口の増に対し
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ての7.7人の掛け率でございますので、この数

字が、人口が減ってきますともう少し下がる

のではないかなというふうなことにもなりま

すけども、年々、類似団体の数値も合理化さ

れて、行革されて下がってきているような状

況ですので、それは十分踏まえた中で、合併

協議会の数値がいつまでも正解というふうな

ことには考えておりませんけども、ただ、議

員言われるように５年間で100人減らせとい

うふうなことにつきましては、十分財政健全

化計画も立てた中で検討してまいりたいと考

えております。 

 ただ、採用なしというふうなことにもなり

ませんので、バランスのある人員採用もして

いかなければならないというふうなこともご

ざいますので、そこら辺も踏まえまして、５

年間で達成せよということでございますが、

それも踏まえた中で研究、検討していきたい

というふうに考えますので、ご理解のほど、

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）必ずや５年目標でやっ

ていただけるということで、その目標数値に

ついてはそういうことで、この中の③の、も

う一つ、時間外勤務を大きく抑制できるので

はないかと、どういう工夫をしているのかと。

実際に今年度の予算で、時間外の予算は増え

ているの、減っているの、そこをちょっと教

えてください。 

○議長（上田順康君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）18年度予算につき

ましては、17年度を単純に、旧高野口町、橋

本市が比較ということはできませんけれども

それを、高野口町につきましては限度額を設

けて時間外をやっていると。橋本市につきま

しては、行財政改革の中で30％の削減を目標

としてきたということで、17年度は高野口町、

橋本市を足した並みで18年度を予定してござ

います。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）いや、足して予算して

あるのはわかるんだけども、前年の旧高野口

と旧橋本市の足した分と、今の出している予

算の時間外の部分というのは、比べてどうな

んですかということですわ。予算化している

部分はどうなのか。 

○議長（上田順康君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）結論から言いまし

たら、昨年度並みでございます。17年度並み

でございます。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）この辺も、余剰人員が

出ている、絶対に余剰人員があるという状況

にあると。その状況で昨年並みの予算の立て

方をすること自体がもう、まあ言えば、本来

であれば10％減らすか20％減らそうかという

予算を組んでおいてもいいんじゃないですか。 

 それと、時間外というのも職員の過剰労働

なんですから、働き過ぎの状況を阻止すると

いうことですので、なるべくでしたら時間外

を減らしていこうということが、僕は職員の

ためにもなると思うんですけども、それを例

年どおり予算化するところに、まだ私は意識

が薄いのではないかと思うんですが、それに

ついてはどうですか。 

○議長（上田順康君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）答弁ずれますけど

も、時間外の実績ということで考えていただ

きたいと思います。ということで、昨年度、17

年度末につきましては、旧の情報サービス課

なんかは、かなり時間外があったわけでござ

います。合併に伴います事務事業が増大して

いるような状況の中で、かなり決算的には偏

った形で増えている部署もございます。 

 ということで、現在、４月分、５月分の実

績が出ているわけでございますけれども、そ



－29－ 

れにつきましても偏った部署で出ておりまし

て、答弁で言っておりましたように流動的な

職員配置がまだできていない、スタッフのよ

うな形で助け合いができないというような状

況の中で、主なところにつきましては、職員

課、財政課、管財課、税務課、納税課、情報

推進課、市民課、出納課、福祉課、こども課

というようなところが、決算の関係、それか

ら予算の関係、それと合併に伴いますところ

の事務量の増大で増えているような状況でご

ざいます。 

 ４月分の実績はかなりあったわけでござい

ますけども、５月の実績を見ますと、その課

から３分の２程度に落ちているというふうな

状況でございます。そういうことで、もう少

し状況推移を見なければ、ちょっと時間外に

ついても判断ができないのではなかろうかと

いうふうに考えてございます。 

 それと、事業化につきましては、暫定予算

の関係もございました関係上、６月の肉付け

予算がついた段階で、どれだけ抑制できるか

というようなこともございますので、これは

行財政改革の集中改革プランの中で、再度今

年の上半期を見た中で検討していって方針を

出していかなければいけないものというふう

に理解してございます。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）そしたら、流動的とい

うことですけども、削減の努力をされて、結

果としてまた12月ぐらいにお聞きしたときに

は、前年度よりもかなり時間外は減っている

状態を期待させていただきまして、時間外に

ついてはこの辺でとめさせていただきます。 

 次、４番の合併効果のところで、100人削減

するのが十分可能というのを５年間でという

のを、もう一つあるのは、先ほどから特例債

が合併したら得であるとか、いろんな話はや

っているんですけども、本来合併で、交付税

の合併加算と合併の算定替え特例の部分があ

りますやんか。その算定替え特例の部分で、

本来であれば10年間かけてコスト削減をして

いくのを５年ですれば、してもしなくても地

方交付税は下がっていくんですけども、５年

分は結局算定替えの部分で得するわけですよ

ね。だからその早うコスト削減、コスト削減

をしていかないと、というふうに思っている

んですけどもね。合併加算が６年ぐらいやっ

たんじゃないかな。交付税の部分がね。だか

ら猶予というのはやっぱりその五、六年のう

ちに下げておかないと、10年後しんどくて、15

年に向かって激変緩和措置とさっきも言うて

ましたけども。 

 でも、それがわかっているのであれば、な

おかつ五、六年で仕上げないと、というのが

すごくあるので、その思いもあって５年以内

に５年以内にと積極的に言うてるので、その

思いはわかっていただいて、算定替えの特例

の効果が出ることと、合併加算が終わる頃に

は、これが仕上がるように、100人の削減が仕

上がるようにやっていただきたいんですが、

６年ぐらいではどないかなるかとは思います

けども、算定替え特例のメリットというのは、

この７年で出るのかどうかというのを、財政

課長に声を聞いてないので、１回聞きたいん

ですが。 

○議長（上田順康君）岩田君の持ち時間は６

時まででありますので、簡潔に願います。 

 答弁を求めます。 

 財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）岩田議員のご質問

にお答えしたいと思います。 

 確かに今の交付税制度は、地方公共団体が

行政改革に取り組むほど、地方公共団体にと

って有利なものになってきます。といいます

のが、早く行財政改革に取り組めば、財源が

余裕が出てくるということになってございま
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す。それから、交付税の算定替えでございま

すけれども、６年間で普通交付税で５億8,000

万円の合併補正、それから特別交付税にいた

しましては、３年間で３億6,000万円の合併補

正がありますので、かなり合併による効果と

いうのがございます。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）そしたら、損害あるの

は十分わかっておるんですけども、僕の言い

たいのは、あるがゆえに当てにして甘えてし

まうと具合悪いので、あるうちに削ってくだ

さいということを最後に述べさせていただい

て、必ずあるうちに削りますというのを、ご

答弁いただけたら私は引きやすいんですが。 

 答弁お願いします。 

○議長（上田順康君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）お答えいたします。

私どもの、今、先ほど合併による効果がある

ということでお話をさせていただいたわけで

ございますけれども、総務部長の答弁にもあ

りましたとおり、国の歳出削減におきまして、

非常に地方公共団体が大変な財政状況になる

ということになってきます。 

 交付税に関しましては、平成17年度16

兆9,000億円、交付税総額があったわけでござ

いますけれども、平成18年度は15兆9,000億円、

１兆円を削減されております。また今後、今、

国の経済諮問委員会でも論議されているとこ

ろでございますけれども、この５年間のうち

に交付税を14兆6,000億円に削減するという、

１兆3,000億円を削減するというような方針

が出ておりまして、その中では人口、面積に

よる算定方法を変更するというふうなことに

なりますと、例えば人口と面積を８対２にし

た場合には約１億円、それから人口と面積を

５対５にしましたら約４億4,000万円ほどの

交付税が橋本市にとっては削減されるという

答えも出ております。 

 合併したからといいまして、結局、当初、

国は合併したところにつきましてはあめを用

意し、合併しないところについてはむちを用

意したわけでございますけれども、合併して

もむち、合併しないところについてはもっと

むちというような状況でございますので、決

して合併したからといいまして、安心感は持

っていないのでございます。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）これをもって５番 岩

田君の一般質問は終わりました。 

  


